
議案第８０号 

栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定によ

り、栃木県後期高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更することを関係地

方公共団体と協議することについて、同法第２９１条の１１の規定により、

議会の議決を求めます。 

令和６年９月６日提出 

佐野市長 金 子  裕   

栃木県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 

 栃木県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年栃木県指令市町村第８６

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 

 

 

理 由 

高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い所要の規定を整備するた

め栃木県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて、関係地方

公共団体と協議したいので提案するものです。 

 

 

参 考 

   地方自治法抜粋 

 （組織、事務及び規約の変更） 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若

しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとすると

きは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するも

のにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受

けなければならない。…省 略… 

２－８ …省 略… 



（議会の議決を要する協議） 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、

前条第１項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議に

ついては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 



議案第８０号参考資料 

栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更案 新旧対照表 

現       行 変   更   案 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

（略） （略） 

○被保険者証及び資格証明書の引渡し ○資格確認書等の引渡し 

○被保険者証及び資格証明書の返還の受付 ○資格確認書等の返還の受付 

（略） （略） 

 


